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 「シングル」、「非婚」、「同性愛カップル」…。ライフスタイルが多様化する中、婚姻や

家族をめぐる議論が盛んです。これに対し、法はどのような対応が可能であり、また

どのようにあるべきなのでしょうか。いわゆるパートナーシップ婚解消訴訟（最判平成

16.11.18、判時1881号83頁）原告の深見友紀子さん（京都女子大学教授）をお迎えし

て、本訴訟の今日的意義、カップルの多様化と法化について、参加者の皆さんと考

えてみたいと思います。お誘い合わせの上、どなたでも奮ってご参加ください。 

開催期日：2009年 ５月２２日(金) 
開催時間：午後６時～   【参加無料】 

開催場所：神奈川大学２４号館(法科大学院棟)１階１０６教室 

家族の多様化をめぐる考察 


